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会議・打合せ・視察顛末書 

 記 録 者 吉永 健男 

決裁 

市 長 副 市 長 教 育 長 部 長 課 長 課長補佐 
主 査 

係 長 
グループ員 

        

件 名 令和元年第５回龍ケ崎市教育委員会定例会会議録 

年 月 日 令和元年９月２５日（水）午後２時００分～午後３時３４分 

場 所 龍ケ崎市役所５階第１委員会室 

出 席 委 員 
平塚和宏教育長，斎藤勝教育委員会教育長職務代理者，大野金人教育委員会委員，髙

橋伸子教育委員会委員，岡澤明子教育委員会委員 

欠 席 委 員 なし 

傍 聴 者 なし 

出 席 者 

 教育部長             松尾 健治 
 教育総務課長           中村 兼次 
 文化・生涯学習課長        梁取 忍 
 指導課長             小林 孝太郎 
 国体推進課長           坪井 龍夫 
 教育副部長兼学校給食センター所長 神永 健 
 教育センター所長         松谷 真一 
 
 教育総務課長補佐         関ケ原 功 
 教育総務課総務グループ主幹    吉永 健男 

議 事 日 程 

１ 開 会 
２ 前回会議録の承認 
３ 教育長報告 
４ 議事 
  議案第１号 龍ケ崎市社会教育委員の任用について 
  議案第２号 龍ケ崎市歴史民俗資料館運営審議会委員の任用について 
  報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市児童生徒に係る

重大事態調査委員会等条例の一部を改正する条例について） 
５ 協議事項 
 （１）愛宕中学校・城南中学校統合準備会について 
６ 報告事項 
 （１）令和元年第２回市議会定例会における一般質問答弁状況等について 
 （２）川原代小学校区の見直しに係る協議について 
 （３）馴馬台小学校区の見直しに係る協議について 
 （４）いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の発生について 
 （５）平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果について 
７ その他      
８ 閉 会 
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教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

（１）開会 
皆様こんにちは。委員の皆様方には，お忙しいところ，お集まりをいただきまし

て，ありがとうございます。 
本日，すべての委員が出席されており，定足数に達しておりますので，令和元年第

５回龍ケ崎市教育委員会定例会を開会いたします。 
 
(２)前回会議録の承認 
はじめに，８月定例会の会議録の承認を行います。会議録につきましては，原案の

とおりでよろしいでしょうか。 
 
 異議なし。 
 
 それでは，８月定例会の会議録につきまして，このとおり承認いたします。 
 
(３)教育長報告 
続きまして，教育長報告をさせていただきます。 

（市民から小中学生へバスケットボールと図書の寄贈，小中学校始業式，令和元年
第２回市議会定例会，龍ケ崎市中学校新人体育大会，令和２年度定期人事異動に係
る意見聴取，たつのこアリーナプールによる授業開始，令和２年度就学時健康診断
通知発送，龍ケ崎市児童生徒に係る重大事態調査委員会，川原代小学校区見直し協
議，「企画展」鈴木草牛素描画展，青少年相談員連絡協議会 全体研修会，シニア向け
スマートフォン講座，文化協会舞踊部福祉慰問，龍ケ崎地区保護司会視察研修・交流
会，学校図書館支援事業に係る中央図書館出前授業，令和元年度少年の主張茨城県
大会，歴史民俗資料館燻蒸業務のため休館，埋蔵文化財所在の有無照会等（８月２２
日～９月１１日現在），国体総合開会式におけるラジオ体操及び炬火走者練習会，国
体売店出展者説明会，県柔道連盟との打合せ，組合せ抽選会，クリーンアップ運動，
第２回国体実施本部係員全体説明会，第２回ボランティア説明会，国体総合開会式
におけるラジオ体操及び炬火走者練習会，コロッケフィスティバルにおいて国体Ｐ
Ｒ活動，龍ケ崎市教育支援委員会，市内中学校の体育祭開催，広島中学生派遣報告
会，後期計画訪問の実施，市民カウンセリング講座（中級）修了生１０名，「夢ひろ
ば」第２学期始業式，龍の子支援会議，市民カウンセリング講座（上級）受講者１０
名，文教大生の臨床心理実習，新学校給食センター建設用地の土地売買予約契約締
結） 
 
 委員の皆様方から何かございましたら，お願いいたします。 
 
 特になし。  
 
（４）議案第１号 龍ケ崎市社会教育委員の任用について 
それでは議事に入ります。議案第１号「龍ケ崎市社会教育委員の任用について」事

務局から説明いたします。 
 
 （文化・生涯学習課長 議案第１号について説明） 
 
ただいま，議案第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，議案第１号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
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 異議なしと認め，議案第１号については，原案のとおり可決されました。 
  
（５）議案第２号 龍ケ崎市歴史民俗資料館運営審議会委員の任用について 
続きまして，議案第２号「龍ケ崎市歴史民俗資料館運営審議会委員の任用につい

て」事務局から説明いたします。 
 
 （文化・生涯学習課長 議案第２号について説明） 
 
ただいま，議案第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 休会していたという事ですが，どれくらい休会していましたか。 
 
 指定管理の期間は任命をしていない状態で休会していました。 
 
 審議会のノウハウはまったくない状態から再スタートするという形ですか。 
 
年度途中ですが，１１月頃に第１回の会議を開きまして，新しい歴史民俗資料館

として現在執行している事業と今後の中長期的な事業について協議をしていただく
予定です。 
 
それでは，議案第２号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第２号については，原案のとおり可決されました。 
 
（６）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市児童生徒に係
る重大事態調査委員会等条例の一部を改正する条例について） 
続きまして，報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市児童生

徒に係る重大事態調査委員会等条例の一部を改正する条例について）」事務局から説
明いたします。 
 
 （教育総務課長 報告第１号について説明） 
 
ただいま，報告第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，報告第１号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，報告第１号については，原案のとおり承認されました。 
 
（７）愛宕中学校・城南中学校統合準備会について 
次に協議事項です。協議事項の１「愛宕中学校・城南中学校統合準備会について」

事務局から説明いたします。 
 
（教育総務課長から説明） 
 
ただいま，協議事項の１について説明がありましたが，これについてご質問等ご
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ざいましたらお願いいたします。 
 準備会の会場はどこを想定していますか。 
  
人数が多い，また，愛宕中学校と城南中学校は対等に統合するという事ですので，

市役所の会議室を使用したいと考えております。 
 
城南中学校の地域の思いがあると思うので，行政と保護者と地域の方々がきめ細

かく情報交換，お話し合いをして，より良い中学生活を送れる環境を作ってもらえ
ればいいと思います。 
 
統合に関係のある保護者等を入れた方がいいと思います。今，会議を開いても卒

業してしまうので，関係する方の質問をきちんと聞いた方がいいと思います。 
 
小学生の保護者という事になりますよね。 

 
在校の人もこうした方がいいというアイディアを持っている人はいると思います

が，小学校の方についてもよりリアルな疑問が出ると思います。 
 
現在のＰＴＡの方の話，これから統合の学校に向かうであろう子どもの保護者の

話。色々必要な情報はあると思います。 
 
今岡澤委員がおっしゃったように保護者がどういう条件で選ばれるのかが気にな

っていて，本年１１月から協議が始まって，統合が令和４年４月。そうするとこの委
員の人達が統合まで委員になるのかが疑問に思いました。また，３人だと小学校の
中から３人をどうやって選ぶのかと思いました。ですから，もう少し具体的に，どの
ような条件でこの人数を出すのか，何か基準等あった方がいいと思いました。 
 
記載の仕方が紛らわしくて申し訳ありません。保護者と書いてありますけれども，

基本的にはＰＴＡの役員で，会長，副会長を想定しています。 
 
統合準備会の委員になった人は，途中で交代する事もありますか。 

 
ＰＴＡが変われば委員も変わります。 

 
教職員も校長，教頭が異動する事もあると思いますので，一貫してどなたかがわ

かっている組織になっていないとまずいと思いました。 
 
これから協議していく事は比較的大まかにやっていくと思いますが，直前になる

と協議していく事が多岐に渡ってきます。そうすると構成員を増やしていく事も考
えられると思います。 
 
準備会は最後まで行うのか，どこかで組織を作り直して実践的な話し合いをする

委員会なのか。今回は，その前の段階から始まります。参加する側としてはどこまで
関わるのかという質問もあるかもしれませんので，まだ時間があるので，そこも検
討いただけたらと思います。 
 
（８）令和元年第２回市議会定例会における一般質問答弁状況等について 
次に報告事項です。報告事項の１「令和元年第２回市議会定例会における一般質

問答弁状況等について」事務局から説明いたします。 
 
（教育部長から説明） 
 
ただいま，報告事項の１について説明がありましたが，これについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
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 日本語の指導が必要な子どもたちが小学校に６名，中学校に３名いるという事で
すが，同じ学校ですか。 
 
ばらけています。 

 
前にいた国で，どの程度の教育を受けてきたかという違いもあり，スタートライ

ンが全然違いますので，注意して見ているところではあります。しかし，子ども達は
明るく元気に来ています。一番心配なのは会話としての日本語と授業で使う読み替
えの日本語は質が違うという事です。その子にとって必要なのは何かという見極め
をしていますが，先生の数が足りないのでボランティア等を雇っていただいていま
す。また，保護者が全然喋れないケースもあります。 
 
子どもに何を要求しているのか，日本で何を学んでいくのか，そこのポイントを

きちんと押さえていく必要があります。 
 
鹿嶋，稲敷，龍ケ崎，常総の利根川沿いが非常に多いんです。首都圏にも近い，仕

事も水戸に行くよりはこっちに集中しています。県の教育長会議でも話題に出しま
すが，向こうはそんなに大きな問題ではなく，県南地区が非常に大きな問題になっ
ています。常総市で夜間中学校を作る事はこの部分の事情もあるみたいです。 
 
（９）川原代小学校区の見直しに係る協議について 
続きまして，報告事項の２「川原代小学校区の見直しに係る協議について」事務局

から説明いたします。 
 
（教育総務課長から説明） 
 
ただいま報告事項の２について，説明がありましたが，これについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
特になし。 

 
（１０）馴馬台小学校区の見直しに係る協議について 
続きまして，報告事項の３「馴馬台小学校区の見直しに係る協議について」事務局

から説明いたします。 
 
（教育総務課長から説明） 
 
ただいま報告事項の３について，説明がありましたが，これについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
（１１）いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の発生について 
続きまして，報告事項の４「いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重

大事態の発生について」事務局から説明いたします。 
 
（教育センター所長から説明） 
 
ただいま，報告事項の４について説明がありましたが，これについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
【児童生徒の個人情報を含むため非公開】 
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大 野 委 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 

（１２）平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果について 
続きまして，報告事項の５「平成３１年度全国学力・学習状況調査の結果につい

て」事務局から説明いたします。 
 
（指導課長から説明） 
 
ただいま報告事項の５について，説明がありましたが，これについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
【情報公開条例第９条第６号の試験に関する情報であって，公開することにより，
適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものを含むため非公開】 
 
議事につきましては以上ですが，事務局から連絡事項がございます。 

 
１０月の教育委員会定例会につきましては，１０月２３日（水）１５時３０分か

ら，また１１月につきましては，１１月２７日（水）１４時から教育委員会定例会を
開催することでお願い申し上げます。 
 
最後に大野金人委員が９月３０日をもちまして，２期８年の任期を満了されまし

てご勇退されるという事になりました。本当に長い間お疲れ様でした。大野委員か
ら一言ごあいさつをお願いいたします。 
 
お世話になりました。今教育長がおっしゃったとおり私は平成２３年４月でした。

忘れもしません大震災の時です。大震災の混乱の中，教育委員になったという事で，
前任者の残任期間も６カ月ありました。その後２期８年６カ月，どれだけ龍の子教
育に貢献できたかわかりませんが，自分なりの姿勢で頑張ってきたと思います。中
でも時代の流れ，少子化問題の中で統廃合の問題，いじめの深刻化，そういった事が
中心となった期間だったと思います。 
統廃合に関しましては龍ケ崎のスタイル，行政主体だけではなく，地域の人の声

や保護者の声を色々ときめ細かく聞きながら実施したと思います。いじめ問題に関
しましては全体的には，誰もがいけないものだと浸透していますが，どうしても無
くならない，心の問題，永遠のテーマと思っています。 
学力に関しましては先ほどの通り課題も色々あるのかもしれません。当面の問題

は中学校の統合，小中一貫の推進を行っていくと思いますが，本当に難しい問題だ
と思いますので皆さんにおかれましては龍の子教育のために頑張っていただきたい
と思っています。 
本当に長い間お世話になりました。今後も保護司活動の中でご一緒になる機会も

あるかと思いますので，その時はまたよろしくお願いしたいと思います。ありがと
うございました。 
 
大野委員におかれましては，長きにわたり，当教育委員会に対し，多大な貢献をい

ただきありがとうございました。今後のますますご活躍されますことを祈念いたし
ます。 
以上をもちまして，本日の会議を終了させていただきます。お疲れさまでした。 
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【議決事項】 
議案第１号 龍ケ崎市社会教育委員の任用について 
議案第２号 龍ケ崎市歴史民俗資料館運営審議会委員の任用について 
報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市児童生徒に係る 

重大事態調査委員会等条例の一部を改正する条例について） 
【会議録調製年月日】 
         令和元年９月２５日 
【会議録調製者】  
         龍ケ崎市教育委員会事務局 教育総務課 
               総務グループ 主幹 吉永 健男 
 
○龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により，この会議録を

調製させ，署名する。 
 
                       教育長  平 塚 和 宏 
 

情 報 公 開 部分公開 

非公開（一部非公開を含む）とす

る理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第９条２号及び

６号該当） 

個人情報及び試験に関する情報が含まれ

るため 

公開が可能となる時期（可能な範

囲で記入） 
年  月  日 


